
【道路位置指定 申請手続きの流れ】 （四街道市）

市建築課 申請者

申請書事前審査 事前相談

関係各課協議
･都市計画課(都市計画制限、開発行為など)

･土木課(雨水排水対策、市道境界、

　　　　　　　　　　　　道路の構造など)

･下水道課(公共下水道など)

･農業委員会(農地転用など)

･ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ(宅地増によるゴミ処理など)

･その他

事前審査終了 事前審査終了のご連絡

申請書受理 提出

　　　　　　　･内容審査 　　　･正本、副本１部を提出してください

　　　　　　　･関係各課へ意見照会 　　　   (提出書類は下記参照）

　　　　　　　･手直し・要望等の指示

築造承認書　作成 築造承認書　受領
　　　　　　　　　･副本を一度返却します

工事着手

工事完了

完了検査 提出 道路築造工事完了届
完了検査日程調整 　　　　　　･工事途中、及び完了の写真を

　　　　　　添付してください　

　　　　　　　･指摘事項が有った場合は、 　　　　　　･副本を再提出してください

　　　　　　　　是正後の指定となります。

指定・公告 通知書受領
　　　･副本を返却します

　　　　　　

(※)本申請時提出書類
①道路位置指定申請書（様式第１２号)

②道路位置指定申請図（様式第１３号)

③2,500分の１の都市図（案内図）

④道路となる予定土地及び関係地の全ての権利者及び当該道を指定要件に適合するよう管理する者

　の『印鑑証明書』　

⑤道路となる予定土地及び関係地の全ての権利者及び当該道を指定要件に適合するよう管理する者

　の『登記簿謄本』

⑥道路となる予定土地及び関係地の『求積図』

⑦関係各課との協議書

⑧取付道路管理者の承諾

　（市道は意見書・既存位置指定道路や民地2項道路などは同意が必要です）

⑨委任状
⑩その他　必要とされる書類

　取付道路の境界確定（特に２項道路）を行ってください。

申請書(案)、関係資料
を提出してください

本申請(※)

申請図原図：穴あけなどせずに別途添付
申請図写し :３枚
                 (正本×１、副本×１、別途添付×１)

「全ての権利者」とは…
抵当権、地上権、借地権、売買予約等
登記簿に記載のある権利者すべてです


